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はじめに 1

韓国の山林は、広さにして1,617万町步であり、
全国土（北朝鮮を含む）の70%以上を占める。この
ような地理的な特性によって山林の状態は農業へ
大きな影響を与えることになった。山林は他の国
や地域と同様に、前近代の韓国社会においてもほ
ぼ唯一の燃料源となり、建築、造船、あるいは什
器の製作分野のみならず、有機肥料、つまり堆肥
の生産においても大きな役割を果たしていた。韓
国では、17世紀中ごろから19世紀末まで長期の人
口増加によって、農地の開発と資源の略取ともあ
いまって山林は枯渇し、やがて19世紀末に至ると、
朝鮮半島の南部では木が見られないほど山林は荒
廃していた。

20世紀以降、日本の植民統治のもとで、山林の
所有権は近代的な形態と内容を持つべく再編さ
れた。また、これと同時に少なくとも統計類で
確認しうる1943年までにおいて、朝鮮総督府の主
導によって山林の緑化が着実に進むことにより、
1940年代に至ると、初めて全国各地で緑の山を見
ることができるようになった。しかし、植民地期
の末には、戦時体制のもとで、木材の需要が増加し、
解放後における大規模な人口の流入、戦争に伴う
政治的・社会的な混乱の中で山林は再び急速に荒
廃していった。やがて、1950年代末からそれ以降
になると、山林は復旧していった。特に、1973年
から1987年まで実施された“治山緑化事業”に代表
される国家の主導による緑化事業の成功により、
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韓国は経済成長と同時に山林緑化を成し遂げた“国
際的模範”事例にとりあげられるようになった。

以下、本稿では、そうした長期的な視点と展望
からみた韓国の山林所有権の発展と、林相の変化
に関する歴史的な過程を叙述することにしたい。

1. 朝鮮時代山林所有権の形成と
　	林相の変化

一般的に、「山林」は漁場における魚、牧草地の草
などとともに“共用資源（common-pool resources）”
に分類される。これらは、一般的な私有財や公共
財とは違って、「排除不可能性／準排除不可能性」
と「競合性」を同時に持つ特異な資源である。ここ
にいう「〔準〕排除不可能性」とは、この資源を生産
するのに寄与していない経済主体であったとしても、
その生産物を使用するなかで、除外できないとい
う属性のことをいい、公共財と同一であるが私有
財とは違う属性であることをいう。また、「競合性」
とは、ある経済主体がその資源を消費することに
よって、他の主体が使用できる資源の量は、その
分減少するということであり、私有財と同一であ
るが公共財と異なる性格であることを指している。

近年、歴史学界で注目されている環境史の研究
において、このような資源と人間社会の関係が重
視される傾向があり、経済史の研究においても
様々な社会における所有権（使用・収益・処分）の
特質と変化、あるいはその発展過程に焦点をあて
る傾向が多くみられるようになった。両者は相互
に補完的なものであるが、まずは経済学の視点に
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立って、共用資源の所有権とその韓国的な特性に
ついて説明しておきたい。1970年代以降、共用資
源の所有権に対する経済学的説明としては、次に
挙げる4つの‘所有権体制’という分類法と方法論が
広く用いられている。すなわち、①自由アクセス
体制、②私有財産体制、③国有財産体制、④共有
財産体制、がそれである（Richards ed, 2002）。

まず、「自由アクセス体制」において山林資源は、
“先着順（The first、the served）”にしたがって所有・
消費される。資源を所有する主体、あるいはその
所有の対象となる客体、そして、これらをめぐる
所有権が行使される体制においては、成文か不文
であるかを問わず、“先着順”であることを除けば、
いかなる規律も存在しない。朝鮮時代の後期に広
範にわたって分布していた“無主公山”がまさにこ
れに該当する。この体制下では、山林の保護や増
産のための投資の「誘引（incentive）」が存在せず、
人口が一定の水準を超えると、ついには荒廃化が
進行してしまう。そして、4つ目にあげられている

「共有財産体制」とは、複数にわたる権利の行使者
が存在するが、自由アクセス体制とは異なり、所有
権の行使においてその主体と客体との境界が明確
に存在し、その権利を行使する方法が特定されて
いる状況を指す。日本における徳川時代の“入会”、
朝鮮時代後期に存在した“松契”がそれに該当する。
松契とは、概ね親族集団の間で結成され、特定の
森林を一定の規則のもとにおいて共同で使用する
ものであり、また、集団的な合意なくして山林の
処分ができなかった。成功裏に運営された松契は、
それほど多くはないものの、中には荒廃化を免れ
る場合もあった。なお、「私有財産体制」と「国有財
産体制」において、山林は一般的な私有財や国有財
と同じ概念であるとされる。

朝鮮王朝が成立して以来、山林、およびこれ
を産出する林野は“王土”として一種の国有財産で
あった（高麗王朝でも同様であった）。これは“山
林川沢與民共之”（山林、川、貯留池、海などから

の利益は王が民と共に享受する）という儒教的な
統治理念の産物であり、朝鮮王朝の全時期を通じ
て揺るぎない決まりであった。土地が人口に比べ
て相対的に少ない時、この規律を適用するに困難
はなかった。問題は、朝鮮時代の後期、特に18世
紀以降から19世紀末までの間に人口が増加する中
で発生した。火葬である仏式の葬送とは異なり、
儒教的な規範が一般民衆にまで浸透することに
伴って、埋葬文化が広がった。これと同時に、朝
鮮王朝は墓地に対する私的な所有権を支持する規
定を法典に設けた。すなわち、墳墓の周りの一定
の面積に対して他人が耕作や放牧ができなくする
法規を設定したのである。これは朝鮮王朝の最初
の法典である『経国大典』から最後の『大典会通』に
至るまで不変であった。

これを機に、儒教の統治理念・法律とは異なり、
山林に対する私的所有権にも近い概念が形成・発
展し、農地と同様に山林も頻繁に取引（処分）の対
象となった。やがて18-19世紀になると、山林所有
権をめぐる紛争が全国で発生した。

このように、山林に関する私的所有権が発展し
たとはいえ、前近代における他の国や地域と同様に、
それは近代に確立する一物一権的な所有権ではな
かった。とは言っても、周辺の農民たちが生存す
るのに必要な木材以外の副産物、つまり折れ枝や
落ち葉など燃料・飼料・堆肥原料の採取は一般的
に許容されただけではなく、山林に関する私的な
所有権を持たない農民たちは、それを一つの権利
として認識する場合も多かった。これは、朝鮮王
朝の王土思想に基づくものであった。朝鮮が日本
の植民地になった翌年（1911年）、“森林令”が制定・
公布された。この法律は1961年まで存続したが、
この原案は朝鮮総督府の初代山林課長に就任した
齋藤音作が起草したものである。この法律は、日
本の森林法と比較すべきその内容において主要な
部分での大きな違いがある。その理由は 齋藤音作
が併合前である1910年3月から9月にかけて指揮・
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を示した。その結果、民間人の盗伐と乱獲は一般
化していった。これに対して、朝鮮王朝は効果的
な対応をとることが出来なかった。国有財産体制
は有名無実であり、実質的には無秩序な自由アク
セス体制に退行したものであった。そして山林は

「荒廃化」という自由アクセス体制がもたらす悲劇
的な運命を避けることはできなかった。

林籍調査をみると、民有の林野は約48%に上り、
民有林はまず学校や寺院、あるいは地方行政単位
の財産として保有される公有林、松契や親族など
が所有する共有林、そして、朝鮮時代後期に発展
した私有林に分類される。しかし、1917年以降、
施行された“朝鮮林野調査事業”（以下“事業” と呼
ぶ）の結果に照らしてみると、共有林は非常に稀で
あり、松契や村落が保有する共有林の面積が全体
に占める比率もそれほど大きなものではなかった。
これが日本との最も大きな違いである。1910年当
時の民有林は、そのほとんどが私有であった。し
かし、前述したように、私有財産体制に分類され
るこの林野について、明示的な所有者以外に、周
辺の農民たちまでも何らかの慣行に基づき、生存
に必要不可欠な副産物の取得については“黙示的な
権利”を行使していた。

この中で“近くの農民”が誰であり、彼らが行使

実施した“朝鮮林籍調査”の結果に基づいて立案し
たからである。この‘調査’ を通じて、朝鮮半島全
体の林野の所有権と林相について概括的ではあり
ながら、その実態が初めて明らかにされた。

表1は、齋藤による調査の結果を示すものである。
まず、“管理機関がある国有林野”（約7%）とは、政
府と王室が、造船・建築などの国家的な需用に必
要な木材を得るために、特別に設定した区域を
さす。先に見た所有権にまつわる体制別で分類
すると、「国有財産体制」に該当する。朝鮮王朝は、
地方に派遣する行政・軍事的な責任者に山林を管
理する任務も負わせる。ただし、“封山”・“禁山”・
“松田”などの名称を持っていた、言わば‘特殊国有
林’の管理は、民間人の接近を禁止することだけに
止まっており、積極的な播植・育林などを持続的
に展開した例はめったに見られない。しかし、特
殊国有林は相対的に林相がよく、人間の接近が容
易な場所に設定された。その結果、民間人が原木
を盗伐したり、地被物を採取することも容易なこ
とであった。朝鮮王朝は、特殊国有林の産物を取
得する者を厳しく処罰する法律を制定し、『大典会
通』に至るまでこの規定は変わらなかった。しかし、
朝鮮時代後期になると、人口が増加した結果、山
林資源に対する需要の増加も持続的に大きな伸び
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多かった。なぜならば、それほどに山林資源、特
に木材を取得する技術水準がまだ低かったからで
ある。韓国人の日常と密接な関係にあるのは後者、
すなわち無主公山であった。所有権体制の性格か
らすれば、これら山林が最も劣悪な林相を持って
いただろうと推測できるが、実際の調査結果もそ
れと同様であったことを示している。このように、
朝鮮の山林が荒廃した原因は、山林所有権の特質
そのものであった。朝鮮時代に種まき・植栽・間伐・
保護などを含む育林が広範囲に実施された事例も
見出しえない。もちろん育林や原生林の開発に必
要な技術的な後進性と資本の不足もまた、山林の
荒廃を押し進める要因であったと考えられる。そ
れでは、なぜ技術が後進的な水準に止まり、また、
なぜ投資が行われなかっただろうか。 これは結局、
所有権体制の特質からその理由を探すしかないだ
ろう。

朝鮮時代における山林資源の減少について、各
経済主体は異なる方式で反応した。前述のとおり、
朝鮮王朝は、特殊国有林管理のために、それを侵
犯した者たちが厳しく処罰される法規を布いた。し
かし、棺を作る木材はおろか、炊飯用の燃料にさ
え事欠く状況に追い込まれた農民たちは、密かに
特殊国有林に入っていった。朝鮮王朝側の防遏努
力がどれほど成果をあげたかは分からない。ただし、
誘因を与え、それによって山林を育成することに
する「肯定的（positive）」な方法ではなく、犯罪者に
対する処罰を強化する「否定的（negative）」な方式
をとり、それさえも全体の山林の7%に過ぎなかっ
たことは記憶に留めておく必要があろう。民有林
の保護と管理を行うため、朝鮮王朝は親族集団が
松契を結び、集団的に保護・管理することを奨励
した。彼らは松契という名で、近隣の農民たちの
接近を禁止することに注力しており、人工造林な
どの積極的な育林を実施したという事例は発見し
にくい。山林を所有しない農民らは、処罰を覚悟
して特殊国有林に入ったり、無主公山に入山し、

する権利については、明示的、あるいは黙示的な
いかなる合意も存在しない。所有の主体と客体に
対する明確な境界がなく、また、その権利の行使
方法に対する明確な規定がないことが、共有財産
体制とは異なる自由アクセス体制の特徴である。
前近代の他の多くの社会と同様に、朝鮮において
も私有林では私有財産体制による支配と自由アク
セス体制による支配が重なっていた。

問題は、このような重複的な所有権体制のもとで、
私有林の荒廃化が進むという点である。つまると
ころ、山林からその地被物を除去する際、風雨な
ど気象の変化が、主産物である松木などの樹木に
及ぼす影響の度合いが大きく増加するからである。
他方、私有林の所有権は、零細性という特徴を持っ
ていった。このような状況で、山林の濫伐を監視
することで得られる収益は、その費用を賄うこと
ができなくなる。したがって、所有権者は植栽・
播種や保護・撫育などの造林投資を忌避してしまう。
投資の誘引、すなわち収益が無いからである。こ
れによって濫伐の横行もさらに深刻になる。

次に“管理機関がない国有林野”についてである。
面積にして約727万町歩、全体林野の半分に近い

（46%）広さであるが、当該の林野の内には二種類
がある。 その一つは、咸鏡南北道、平安北道、江
原道などに広がった原生林である。これらは19世
紀末まで朝鮮における伐採・陸運・水運の各技術
では利用できない山林であった。この一方、第二
の形態として、あまりにも多くの人がその産物を
利用している状況下において、誰が主人かすら知
ることができなかったり、あるいは実際に主人が
存在しない山林があった。「無主公山」つまり、自由
アクセス体制下に置かれた山林であった。村落の
近くや都市周辺の山林で、このような状況がよく
見られた。筆者（李宇衍）が推定したところに拠れ
ば、その面積は最小で149万町歩、最大でも284万
町歩であった（2010：251-252）。

面積から見ると、原生林の面積が無主公山より
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期に韓国を訪れた外国人らが、釜山からソウルに
至るまで、山に木を見ることがなかったと自ら旅
行記に記述したのもこれらの事実の存在を後押し
するものである。

2. 植民地期における山林所有権の
　	近代的な再編と山林の復旧

深刻に荒廃した森林に向き合うことになった朝
鮮総督府の担当官吏は、山林の緑化に正面から向
き合い、これを林政の最優先、かつ最大の課題に
設定した。これとともに、重層的な山林所有権を
近代的な一物一権的な権利に再編することも緊急
の課題であった。山林の荒廃化を招いた根本的な
原因が、朝鮮社会に特有の所有権にまつわる慣行
であったからである。前述した北部の原生林は、
朝鮮総督府が所管する国有財産の区分上、“要存国
有林”として区切られ、民間の接近が禁止された。
総督府による山林所有権の再編が完了する1934年
末頃、要存国有林の面積は465万町歩、山林全体の
28.5%を占めた（表2）。そして、これを経営する責
任機関は営林廠（1926年に「営林署」に改称）で
あり、その収益は総督府の収入となり、また民有
林の緑化を支援する目的で使われた2。

これとともに“不要存国有林”があり、これは改
めて二つに分類された。その第一は、前述した無
主公山としての“第1種国有林”である。特定できな
い個人や集団に所有権を付与できる根拠が無く、
同じ理由でもっとも深刻に荒廃した山林だった。
一方、1942年までに総督府が処分した面積は、240
万町歩に達した（表3）。総督府は、1911年に発し
た‘森林令’を通じて、第1種国有林における所有権
の創出を行うとともに、山林を復旧・緑化する目
的で“造林貸付制度”という独特な制度を考案した。

2　緑化は民有林の所有者の責任にて行われた。

小さな木切れをかき集めて生活した。副産物を採
取するため、所有者が異なる山林に入ることは、
前述のように日常茶飯事であった。

19世紀後半、朝鮮の地方官たちは山林をめぐる
所有権の紛争、つまり“山訟” の処理に苦しんで
いた。ある知識人は、地方官たちの業務のうち、
山訟を処理する仕事が三分の二を占め、他の業務
を見ることができないほどであると嘆いた。これら
山訟は、有力な両班たちが墳墓の設置をきっか
けに、山林所有権を争うものがほとんどであり、
一般農民たちがこれまで自由に接近してきた山
林を、有力者が突然入山を禁止することによる紛
争も一部にあった。しかしながら、木を植えて、
育成を行う造林活動が広範囲かつ持続的に実施さ
れた例はない。中国や日本と異なり、朝鮮時代の
農書には山林の保全に関する記述は見当たらない。
育成林業への転換のための努力の跡は見いだせず、
木の根までを採取して燃料に使用するという掠奪
的な山林資源の濫用、それによる山林の荒廃化が、
20世紀以前の韓国における林業や山林の特徴で
あった。

ところで、表1は、1910年現在において、林相に
よって分類された山林面積を含んでいる。成林地

（完全な立木の密度を1とする時、立木度が0.1以上
のもの）が32.3%、稚樹発生地（鎌で軽く裁断出来
るくらいの若木が発生する所で、立木度が0.1以上
のもの）が41.8%、無立木地（立木度が0.1以下のも
の）が25.9%であった。1910年現在における1町步
あたりの林木蓄積を推定した研究によると、南部
地方は平均10.0㎥、北部は53.0㎥であったが、筆
者自身がこれは過大推定であるとした（裵在洙・尹
汝昌 1994）。ちなみに、1971年から1973年にかけ
ての時期は、山が赭色に禿げ、干ばつと洪水が毎
年のように起こっていたのであるが、大韓民国に
おける当該の数値は11㎥であった。このことから
わかるように、19世紀末の韓国の山林、特に南部
地方のそれは極度に荒廃していた。世紀を跨ぐ時
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低額の貸付け料を納入することにより、人工造林
などを通じて一定の基準を満たす造林成績を上げ
さえすれば、貸付を受けた者に対して当該の山林
を無償で譲与することがその政策の柱だった。こ
れは、所有権の法認を造林成果に連携させる制度
であり、これは民有林の所有権を法認する場合に
おいてもその原則が維持された。植民地期におけ
る所有権の近代的な再編において、このように造
林の実績を基準に所有権を 法認する政策を“緑化
主義” とし、植民地朝鮮で見られる独特な政策で
あったといえる3。

かくなる造林貸付制度を通じて、1942年までに
おいて176万町歩が貸付され、その中で97万町歩が
造林に成功したとされる。貸付林では、一般の民
有林よりはるかに高い割合で人工造林が実施され
た。また、貸付を受けた後に、造林を完成させる
までにはおよそ7年の期間がかかったゆえ、いまだ
譲与を受けるに至っていなかったとしても、貸付
地においても相当な水準の緑化がなされた。なお、
朝鮮人・日本人ともにこの事業に積極的に参加し
た。貸付一件あたりの平均面積は日本人が約270町
歩であったのに対して、朝鮮人が約9町歩であった
が、件数で見ると日本人は計2,375件、朝鮮人はな
んと79,920件だった。件あたりの平均面積で示さ
れるように、日本の大資本が朝鮮に流入し、また
日本の林業技術も導入された。

一方、総督府が提供するこうした経済的な誘因
に対して、朝鮮人も積極的に反応した。したがっ
て、造林貸付制度への朝鮮人たちの参加は、後述
する“造林補助事業”とともに韓国人たちが全国的
な範囲で自発的に造林・緑化に乗り出した最初の
歴史的な事例であると評価できる。従来における
所有の有無と関係なしに、一方的に山林資源を採
取・消費してきた農民たちが、資本と労働を投入
する近代的な山林経営者へと転換し、前近代的・

3　台湾や満洲国においては同様の施策は見られない。
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よって把握されたものであった（表4）。略奪的な採取林業から近代的な育成林業でもって
体制転換を遂げたことにおいて、その転換の主体
として山林経営に乗り出すようになったのである。
造林貸付制度によって、無主公山
に初めて所有権が設定され、それ
と同時に山林緑化が達成される二
重の成果を得ることになった。こ
の要存国有林と第1種国有林の地
籍は「森林令」に基づき、1924年ま
で実施された「国有林区分調査」に
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雑化していたからである。なお、第2種国有林を
私有林として法認する過程は次に見る三段階に区
分することができる。これは、植民地期において
山林所有権が再編成される三段階とも一致する。
最初の段階は、1911年の森林法とそれに付属した
各種‘規定’の手続きによって第2種国有林を民有林
へと転換させるものであった。‘事業’が開始される
1917年までにおいて、総督府はこれらの規定を理
由に法認を受けることを推奨した。これらの規定
は‘造林貸付’ の規定を準用して、それが求める造
林の基準を成功裏に達成すると、たとえ貸付の契
約がなかったとしても造林貸付を受けたものと見
なし、その所有権を民間に譲与するという形式を
とった。当時に公布された各種の‘規定’ に関連す
る出版物は、その事務手続きを詳しく説明してお
り、造林地に所有権を回復することを奨励したが、
その業績を示す統計資料は、いままでのところ見
出されていない。ただ、表3から推測すると、その
実績はそれほど大きくなかったものとみられる。

第二のものとしては、1917年に開始され1924年
に一次所有権の整理（査定）を終えた上記の‘事業’
である。最も多くの面積の所有権を整理したとい
う点で、また第2種国有林と民有林の所有権を法認
したという点で、また、最終的に朝鮮時代後期の
民有林における重畳的な権利を近代的な一物一権
に再編したという点で、最も重要な段階であった
と考えられる。また‘事業’ を通じて初めて韓国山
林の地籍情報が正確に把握され、その内容を盛り
込んだ林野図が作成され、また林野台帳が備置さ
れることによって登記業務が開始された。 　

山林の全体面積は「林籍調査」より32万町歩ほど
多いのにもかかわらず、「林籍調査」においては島
嶼地域の山林は調査されていなかったという点も
重要だった。全13道の中で咸鏡南北道、平安北道
と江原道がそれぞれ200万町歩内外の山林を有し
ていた（表5）。これらが全体の89%を占めており、
朝鮮時代後期においては朝鮮人がいまだアクセス

植民統治下の朝鮮において、所有権の再編が最
初から順調に進んだわけではない。「森林令」に先
立ち、1908年には韓国史上初の山林・林業関係法
である「森林法」が制定・公布された。同法の規定
に拠れば、山林の所有者は法の施行後3年以内に地
籍と略図を添付して、その所有の事実を官庁に届
け出なければならず、申告しなかった山林はすべ
て国有に見なすものとされた。しかし、朝鮮人た
ちは添付書類を用意することに少なからぬコスト
がかかるとともに、以後課税の対象になることを
懸念して地籍の申告には消極的であった。施行後
の3年間で、申告された件数は52万件であり、その
面積は約220万町歩であった。この数字は、所有権
の再編が完了した1934年現在での民有林総面積と
比べれば、その22%に過ぎないものであった。

1910年の「林籍調査」の結果、「森林法」は廃止さ
れた。朝鮮における山林所有権の実態と合わない
ことのみならず、効果的な山林の復旧・緑化案を
満たしていないという理由があったからである。
また、同法の地籍の届出義務と申告義務を忌避す
れば国有とする規定は、総督府の円滑な所有権の
再編を阻害した。事実において、私有林が法律的・
行政的には国有とみなされ、その実際の所有者は
“縁故者”と命名された。しかし、縁故者の所有権
は以前と同一に行使された。これによって“縁故者
がいる国有林”という、遠からず 民有地に転換さ
れる過渡的な国有林が発生し、まさにこれが不要
存国有林の中にある“第2種国有林”であった。

植民地期における所有権の近代的な再編の過程
で最も困難を伴ったのは、日本の朝鮮統治以前ま
での段階で発展した、たとえそれが一物一権的な
所有権ではなかったとしても、近代的な私的所有
権に最も近い第2種国有林と民有林の扱いであっ
た。これら事実上の民有林が山林全体で最も広い
面積を占めただけでなく、朝鮮時代後期以来の私
的所有であるかどうかを判断しなければならず、
しかも、「森林法」の存在によって問題がさらに複
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9%であり、北部に91%が集中していた。
民有林は大半が私有林である。私有林は南部と

北部に均等に分布していた。19世紀と20世紀前半、
山林の所有構造を急激に変動させる要因は存在し
なかったので、以上から朝鮮時代後期の山林所有
権の実態を推測できる。林業は経済規模が大きな
産業である。所有・経営面積が増加すれば、一定
の収穫を得るのに必要な平均費用は減少して収益
は増加する。所有・経営面積が零細なほど収穫の
ための平均費用は増加する。朝鮮で山林の零細所
有は生産物を専有するため、必要とされる保護な
どの監視費用を増加させると同時に、造林のよう
な投資の誘引を弱める。朝鮮の山林所有は、山林
の荒廃化と関連して、まことに脆弱な構造だった。
無主公山の実存、これを支える王土思想、そし
て山林所有の零細性も荒廃化を招く重要な原因に

しえず、かつ伐採や運搬ができなかった大規模な
原生林に属していた。

北部に原生林が集中しており、人口密度が南部
に比べてはるかに低いため、私的所有権の発展に
大きな差があるだろうと容易に推測しえるところ
ではあるが、実際にはそうではなかった。第2種国
有林と民有林、つまり事実上の民有林の筆地当た
りの面積を見ると、南部が2.8町歩であるのに対し
て北部が3.6町步であり、思いの外大きな違いはな
かった（表6）。すなわち、民有林の零細な所有権が
全国的に発展していたのである。しかし、原生林
が4つの道に集中しているので、全体の所有権構造
には大きな地域差があったとみられる。南部の場
合、事実上の民有林が全体の89.8%であるのに対
して、北部は48.0%に過ぎなかった。この要存と
第1種国有林の中で南部に所在するのはわずかに
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総督府はこれら山林の実質的な所有者を法認す
ることで、全国的かつ体系的に山林緑化を推進し
ようとした。このため、1927年には「朝鮮特別縁故
森林譲与令」が公布・施行されており、「事業」で“縁
故者”と把握された事実上の所有者に、これら山林
は無償譲与の形式で所有権が移転された。同令に
よって、1934年までに270万町歩が民有林に転換
され、その結果1934年末現在において、国有林は
586万町歩に減少して、民有林は942万町歩に増加
し、民有林の広さが国有林のそれを逆転するよう
になった。特に、南部地方では民有林が92%を占
めるようになった。同令の施行を通じて韓半島の
山林の所有構造が確定されており、これは今日ま
で続いている。譲与の申請、および処分の結果は、
表7に示した通りである。

なった。
「事業」でも、造林の成功基準に比べて緩和され

たが、所有権を確保するためには依然として一定
水準の緑化が必要だった。「事業」では、1908〜1911
年の間における林籍の届け出は全く効力を持って
いなかった。地籍が通報されていない第2種国有林
も、緑化の成果が認められれば、民有林として法
認がなされ、地籍申告をなし、それまで民有林と
して扱われてきた山林も、緑化の成果がなければ
第2種国有林に戻してきた。この二つの効果が相殺
された結果、「事業」期間を通じて第2種国有林の面
積や国有林と民有林の相対的な比率には大きな変
化がなかった。「事業」で要求する基準に到達せず
に、国有林の“縁故者”として扱われた事実上の所
有者が所有した山林は、1924年現在で338万町歩と
なっており、山林全体の面積の20%に該当した。
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所有権の再編と同時に、山林保護と人工造林を
含む包括的な復旧と緑化政策が取られた（表9）。

「造林貸付」を通じて最低でも97万町歩が緑化され
たと語られたが、その次に大きな成果をあげたの
は民有林の「造林補助事業」であった。1910年から
1939年までにおいて、自力での造林ができない貧窮
した小規模な私有林所有の農民に最も大きな負担
になる種苗費用などを補助金として支給した。その
金額と実績を知ることができるのは1925〜39年の
間だけである。計712万円がこの期間に支給されて
おり、同期間の国有林における経営収益の13.4%
に該当する規模であった。造林面積は67万町歩で
あり、同期間中の造林面積全体の28.4%、植栽本
数は14億本で全体の18.3%、農家戸数では全体の
29%を占めた。以上はあくまでも最小推定値である。

山林資源の消費に止まっていた零細農民が、
小規模なりとて山林を経営する投資と消
費の主体として育成される林業において
その体制的な転換に大きく寄与すること
となった。

同令の実施結果から「事業」の資料では知ること
ができなかった一つの興味深い事実を新たに見出
すことができる。 府郡面に譲与されたすべての
山林を村落共有林と見なせば、筆地当たりの平均
面積は7.3 町歩に過ぎなかった（表8）。零細な私
有林中心の所有構造はここでも同じだった。筆地
当たりの 2.6 町歩の零細私有林が譲与面積全体の
88.7%を占めた。5町歩未満の小規模は、全体面積
の46.3%で、筆数では86.3%を占めた。以上から朝
鮮時代後期の所有構造の特徴を知ることができる。
日本の入会林のように大規模に全国各地に所在す
る村落共有林は、朝鮮で見出すことは難しく、平均
的な所有規模が極めて零細化する方向として、私
的所有権がかなり高い水準にまで発展していたか
らであると考えられる。
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 砂防事業も、植民地期から実施されており、事
業規模も非常に大きかった。一般的な播種では根
を下ろすことはできないほど荒廃した場所におい
て、種子や苗木が洗い流されないように土建の構
造物を設置した後に苗木を植える山林の復旧法で
ある。韓国最初の砂防事業は1907年においてソウ
ルの清雲洞にある仁旺山の付近で実施されている。
なお、朝鮮には工事を担当できる者がおらず、日
本人技術者を招聘しており、高官や尊爵を持った
者らが見物に出かけるほど、朝鮮人には馴染み
のない光景であったという。当時の深刻な荒廃状
況に照らせば、その後においても持続的に砂防事

業が行われたものとみられるが、統計上の記録は
1922年以降のみが残っており、したがってその数
値は成績の最小値といえる。砂防工事の施行面積
は17万7千ha程度であり、これにより造林が可能に
なった面積は77万町歩であり、造林の実績全体の
32%に該当する。施行面積の植栽本数は6億1千万
本、造林面積全体の12.0%であった。工事費は5,181
万円であり、同期間における国有林収益の64.3%
に該当する莫大な金額であった。
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は事実上、私的所有権を侵害する規定であった（李
宇衍 2009）。なお、逆説的ではあるが、これらの
法規は解放後においては、より厳しいものとなった。

総督府の山林保護政策におけるもう一つの特
徴は、村落の農民たちが共同で造林・保護する組
織体を形成して活動するよう奨励・指導したとい
う点である。民有林では1910年代の前半からその
所有者を構成員とする森林組合が組織され始め、
1920年代には郡を単位とする森林組合が組織され
る形態が広く拡散した。1930年頃にはほとんどす
べての郡で森林組合が設立される状態に達し、総
督府はこれを技術的・財政的に支援した。森林組
合の最も重要な活動は、盗伐防止のために所有者
共同で山林を監視することであり、こうした監視
活動は一定規模の経済的な成果を達成するのに有
効であった。ところが1930年代初めには山林が無
い農家が農家全体の56%を占め、一戸の農家に必
要な最小面積と推定される1町歩未満の山林所有
者の比率が18%であったという状況下で、民有林
の監視や取締りによる林産物取得の困難は、これ
ら農家にとって大きな負担となった。その他、様々
な理由でもって1933年に森林組合は解散され、そ
の業務は道に移管された。以降、村落を単位と
して植林契・巡山契・愛林契など多様な名称を
持った“国家主導的な疑似共同体（government-led 
quasi-community）”組織が広く形成された（Aoki 
2001：pp.121〜124）。これらの組織の特徴は、山
林を所有していないとしても、共同体のメンバー
に当該区域内に居住する全ての世帯主を含むとい
う点にあり、その目的は民有林の共同造林・保護と、
収穫物の共同分配であった。1938年には総督府に
おける民有林政策の重要な軸となった。

一方、国有林でも上記のような各種組合と契が
組織された。「森林令」の規定に基づいたものとし
て代表的なのが、要存国有林を管理するための「国
有林保護組合」であった。国有林の周辺にある村
落にある全ての農家はこれに義務的に加入しなけ

国民啓蒙のための「記念植樹日」の指定も大きな
成果を収めた。愛林精神を高揚するために、1911
年から毎年4月1日を“記念植樹日”に指定して、上
は総督から下は小学校（普通学校）の児童に至るま
で種蒔きや植栽の作業に参加した。1910年代まで
木を植えるというのは、一般人にとってはまだ不
慣れな事であり、記念植樹とは木を植えることを
生活の一部として受け入れるようにする国民的な
教育手段であった。1943年までに人工造林全体の
植栽本数の8.1%を占める6億6千万本がこの日に植
樹された。解放以後、「第2次山緑化事業」の期間中
“植樹日” に植栽されたのは2億7千万本であった。
1910年代にはいまだ人工造林が本格化できず、民
間の種苗業も幼稚な水準であった。よって、種苗
の不足によって記念植樹の実績も制限的だった。
1920年代半ば以降に種苗業が本格的に発展する以
前においては、国費と地方費で造成された苗圃が
中心となって種苗を供給した。　

総督府は、1924年までこれらの苗圃で生産され
た苗木2億6千万本と種子総1800石以上を民間に
無償で配布した。以来、民間の種苗業が発展し、
1930年代にはその生産量が全体の85.3%を占める
ようになり、苗の種類も松に集中していたのが、
徐々に広葉樹などへ多品種化した。要するに、植
民地期は前近代的な採取林業から近代的な育成林
業に移行する体制転換の時期であった。

総督府は造林のみならず、山林保護のための法
的・行政的手段も積極的に行使した。その代表的
なものが「森林令」における‘地方長官が山林の使用
と収益に関して命令を下すことができる’という条
項であった。さらに、これに基づいて各道は民有
林を取り締まる道令を公布した。その法の趣旨と
しては、仮に民有林の所有者であるとしても、特別
な場合を除けば林産物を採取するためには郡守の
許可を受けなければならないという内容であり、植
民地期を通じて山林取り締まりはさらに強化さ
れた。総督府官吏たちも認めているように、これ
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実質的に自由アクセス体制下に置かれるようになり、
その枯渇は避けられないということである。共有
財産体制は、このような問題に対する合理的な代
案となりえるだろう。これらの組織は解放後の山
林緑化においても最も重要な役割を果たすことに
なる。

植民時期の緑化主義を基軸とした所有権の再編
や山林復旧政策によって、韓国の林相は大きく改
善された。これを山林の林相別の構成から確認で
きるのは「事業」の査定業務を終了後から3年が経
過した1927年からである。これに先行する時期に
関してはわずか3種の統計記録しか残っておらず、
成林地は増加して無立木地は減少することだけが
見て取れる。これは林籍調査以来、一部の標本を
利用して推定したためであるとみられる。1927年
以降から1935年頃までに立木地は55.7%から70.9%
へと大幅に増加する一方、無立木地は13.4%から
7.2%に半減している（表11）。以後、1942年までは
大きな変化がない。このような様相は、韓半島を
南部と北部に分けてみる時も、 南部では無立木の
地減少幅が著しく大きいという点以外に大きな差
がない。

ればならず、国有林を共同で保護する義務を負う
とともに、その副産物を共同で受け取る権利を有
した。これらの組合設置は「森林令」公布以後、持
続的に拡散されて1939年には要存国有林の98%を
カバーするに至った。第1種国有林として造林貸
付された山林においても村落民が団体を作って、
貸付者と契約を交わすケースが多かった（李宇衍 
2010：pp.115〜119）。村落民は連帯責任としてそ
の山林の保護を担当する代わりに、その副産物採
取の権利を持つという内容であった。1930年代末
には、多くの国有林と民有林において、このよう
に総督府によって奨励・強要される共同体的な組
織が成立した。

これらの組織の共通点は、山林資源を使用し、
収益を上げることに対して、その主体と客体が明
示され、そして方法が明確に規定されたという点
である。これこそが共有財産体制の特徴であり、
国有・民有とを問わず各々の所有権の限界を補完
する機能を果たした。ここに言う国有財産体制と
私有財産体制の限界とは、国家ないしは私人と
いった所有者が資源を管理する費用を負担しない
ことによって、その資源にアクセスしようとする
非所有者を有効に排除しえないとき、その資源は

典拠 : 1922 〜 23 年は朝鮮総督府『朝
鮮の林業』(1929)、1924 〜 42 年は朝
鮮総督府『朝鮮総督府統計年報』各年
度、1943 年は南朝鮮過渡政府『朝鮮
統計年鑑』(1948)
註 : 1) 其他は火田 , 開墾適地 , 放牧跡
地及び除地の合計。
2) 江原道は北部に含む。



76      The Annual Report, Research Center for Korean Studies 2018

第二部　研 究

当時、これらの原生林は、老化と過熟、あるいは
過密の状態にあって、適宜に伐採しなければ枯死・
腐敗してしまう状態であった。このように過剰蓄
積を持つ山林での伐採は、直接的な収入を与える
だけでなく、山林の成長量そのものを増進させる
ことに貢献することになる。総督府は1927年以降、
国有林の経営収益により民有林緑化の財源を
補助するという方針を立てており（李宇衍 2010：
pp.354〜356）、これによって1940年までにおいて
国有林の経営から得られた収益6,240万円の中から
1,860万円が民有林の造林と砂防事業を補助するた
めに使われた。

解放以後の韓国や終戦以降の日本がそうであっ
たように、すでに植民地朝鮮の貿易にあっても木
材の入超は、反面において山林の緑化に大きく貢
献していた。1910〜42年の期間において、朝鮮の
木材輸出は輸入に対して毎年赤字を記録し、その

林相の変化を数量的に確認できるもう一つの方
法は林木の蓄積量を算定することであるが、これ
も1927年以降に統計が作成されはじめた。その年、
計2億7、546万㎥であった林木蓄積は、1935年には
2億1,582万㎥となりおよそ21.7%も減少し、1942年
までにおいて2億2千万㎥の水準にとどまった（表
12）。1935年までの段階で林木蓄積が減少した最も
大きな理由は、北部と国有林における蓄積の減少
であった。「譲与令」によって北部の国有林面積が
766万町歩から502万町歩に30.8%も減少したこと
も原因としてあげられようが、その全体的な蓄積
の減少幅は40.0%にも達した。北部における国有
林の蓄積の減少量は、全国的な蓄積の減少よりは
るかに大きな7,289万㎥であり、それを除けば、林
木蓄積はむしろ増加していた。北部の国有林蓄積
における減少の最も大きな理由は、江原道・平安北
道・咸鏡南北道に所在する原生林の開発であった。
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累積額は2億6,474万円に達した。同期間において、
国有林の経営から得た收入の全額と同じ程度の規
模であった。総督府が国有原生林で獲得した山林
資源と同様の規模の山林資源を、貿易を通じて朝
鮮に移入することで、それだけ朝鮮の山林資源を
消費せずとも投資が可能となり、結果的に、植民
地期の貿易が山林緑化に大きく寄与した。これは
非常に重要な事実であると考えられる。すなわち、
通常は帝国主義国家の収奪によってその植民地の自
然資源が枯渇するのが一般的であったからである。

3. 解放以降山林の荒廃と緑化

1945年の解放後の韓国における山林の歴史は、
過去250年余りの歴史の縮尺版といえる。深刻なま
での水準でもって山林が荒廃した後、再び復旧と
緑化が進められた。1945年以前との差異は、山林
の荒廃の速度が極めて速いという点である。1944
年から8月以前の1945年においても用材を中心に、
過度な伐採が行われていたが、全体の山林に及ぼ
した影響は、解放以降の濫伐に比べればはるかに
小さかったのである。1942年と1943年の間に全国
の林木蓄積は、1,189万㎥（5.3%）減少したが、1944年
1月から翌年8月までの蓄積の減少量は分からない。
他の分野の統計と同様に、終戦後の1950年代にお
ける韓国の山林統計には不備があったり、過小も
しくは過大に推定された場合が少なくない。表13
に見るように、韓国の林木蓄積は1964年に急激に
減少しているが、これは5年ごとに実施された実地
調査の結果が統計に反映されたからである。これは、
1953〜62年における林木蓄積量が過大に推定され
たことを意味する。

1943年における朝鮮南部地域と1954年の韓国を
比較すると、林木蓄積は1,737万㎥（25.5%）に減少
した。1954年現在、韓国の深刻な山林の荒廃は、
終戦直前の18 ヵ月よりはむしろ解放後の9年間に
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様に、村の区域内にある山林の所有者と区域内に
居住する全ての世帯主により組織された。例えば、
1977年における山林契の会員は約212万人であり、
そのうち非山主の農民が約118万人にのぼり、全体
の54.7%を占めていた（山林組合中央会 2002）。植
民地期におけるこれら組織の構成や造林・保護活
動は、総督府によって行政的に奨励・指導された
ものであったが、終戦後は法律で強制されるよう
になった。1951年以降、山林復旧・緑化のために、
5つの法律が制定・公布された。その一つが1961
年の「山林法」であり、これにともなって植民地期
に制定された「森林令」は廃止された。「山林法」に
おいても伐木を許可制にするなど、民有林の所有
者の権利を制限する内容は依然として変わらな
かった。これら5つの法令におけるその共通点は、
政府が農民に対して山林契のような組織の結成と
活動を強制できるというところにあった。

山林所有の如何とは関係なく、区域内に居住す
る全ての世帯主を会員とする山林契、あるいは山
愛契を会員とする各郡の「山林組合」、各道の「山
林組合連合会支部」、そしてその上部には「山林組
合中央会」が置かれる垂直的な系統組織を有して
おり、それぞれが各級の政府機関に対応する形を
取っていた。この系統に従い、政府の指示と支援
とを受けて緑化事業が推進された。山林契の数と
メンバー（世帯主）の数は、1965年にその数字が最
高に達しており、その後は離農が本格化していく
にしたがって減少に転じた。契当たりのメンバー
数は平均で108人ほどであった。植民地期と同様に、
非山林所有の農家が全体の過半数を占めており、
山林を所有していたとしても、その規模が1町歩未
満の極めて零細な所有者がさらにその過半数を占
めていた。このような状況の中で、山林契は国家
主導的な疑似共同体として国有と私有の限界を補
完するという、共有財産体制的な山林資源を支配
する組織の役割を見事に果たし、今日における国
際連合食糧農業機関（FOA）などはその組織と活動

行われた濫伐・乱獲の影響の方がさらに大き
かった。終戦前後における経済構造は、構造的〔←
基本的?〕にそれ以前と異なるところなく、総督府
は統制の弛緩を許可しなかった。しかし、1945年8
月以降、国外に居住していた韓国人たちの帰還に
よる急激な人口増加と北朝鮮からの電気や石炭の
供給中断は、南韓の山林に対する需要を暴騰させ、
政治的・社会的な無秩序とその後に発生した戦
争は、極度の混乱を醸成したからである。当時の
記録物でも、これを確認することができる（呉基永 
2002）。

解放後、10年余りは“無主公山”の時代であった。 
政治的・社会的な無秩序と戦争の中で、前近代
に由来する根深い「自由アクセス体制」の慣行が
蘇った。1954年現在、韓国における山林の80.2%
が民有林であった。植民地期に厳しく統制されて
いた盗伐は、行政の不備によって抑制されなかった。
また、国有と私有所有権体制の限界を補完し、山
林の育成と保護を可能にした国家主導的な共有財
産体制は、国家の混乱によって本来の機能を発揮
できなかった。組合と契は有名無実の状態になっ
ていた。やがて行政体系が復旧をみるとともに、
社会的な混乱が収拾され、山林の復旧も推進された。
この間の統計が不十分であるために、その時点で
のデータを確定することは困難である。未立木地
における減少の状況を見ると、1955年段階での荒
廃地の減少幅からすれば、1950年代半ばから山林
が回復し始めたようにも見えるが、1946〜1965年
の間において、薪・枝葉・木炭など林産燃料の生
産量の推移をみると、やはり判断を留保するしか
ない。薪の減少傾向がはっきりしているのに対して、
それよりはるかに生産量が多くの枝葉とその他林
産燃料では、顕著な違いは認められない（表14）。
これらの解明は今後の課題となろう。解放以後の
緑化事業において、最も大きな役割を果たしたの
は農民で組織された山林契であった。

解放以降の山林契は植民地期の愛林契などと同
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取があげられる。 したがって、政府は数回にわたっ
て計画を立て直し、執行するとともに随時に修正
することで燃料林の造成とその拡大を推進した。
政府は村落近くの山林を燃料林として指定した後、
収益の当事者である山林契に苗木・肥料の支給は
言うまでもなく、出役を行う農民のための食事の
提供など、財政的な支援を行うとともに技術指導
をも施したのであった。

1957年から、事業が始まる直前である1972年ま
でに造林された総面積223万haのうち、燃料林に造
林された面積は102万haであり、総面積の45.6%を
占めていた。燃料林の造成は1979年まで進められ
ており、計124万haが造成された。ところが、1970
年代から農村に無煙炭が供給され始めると、1980
年代以降には無煙炭とガスによる燃料の代替が急
速に進んだ。したがって、 燃料林の造成は結果的
に燃料供給よりは、村落近くの荒廃山林を復旧す
るのに大きく寄与したのであった。

解放以降における山林の荒廃は、非常に深刻で
あった。したがって、広い面積の山林が砂防工事
を必要とし、これは解放直後から実行された。こ
こでも、政府は財政的・技術的な支援を担当して
おり、山林契は農民の労働力を動員した。1957〜
72年の間、施工された事業面積は58万haであり、
造林の総面積における26.0%を占めた。また、同
一の期間にあって、燃料林の造成と砂防事業が
総造林面積の68.8%を占めた（表16）。1945年から
1972年までにおいて施行された砂防事業の造林面
積は、同期間における全体造林面積の21.7%に該
当するものであった。

1945〜1972年における燃料林の造成事業と砂防
事業の実績を見ると、1960年以前の14年間とそれ
以後の13年間にあっての成果には大きな差がある。
燃料林造成は、1960年以前の時期においては103万
haであったが、その後、186万haにまで拡大して
いる。また砂防事業では、前者が12万haであった
のに対して、後者は51万haを達成した。なお、砂

を今も頻繁に紹介している。
解放以降の山林緑化については、1973〜87年の

間に展開された「治山緑化事業」（以下「事業」）が国
内はもちろん、国外的にも有名となったが、しか
しながら、それ以前から全国的に持続していた山
林復旧のための営為が「事業」にも劣らない成果を
挙げていた。このような経験と成果があったから
こそ、「事業」もさしたる困難なしに成功しえたので
あった。 その理由の第一は、燃料林の造成である。
これは朝鮮戦争の休戦の直後から始まったが、そ
の実績を統計的に知ることができるのは1957年か
らである（表15）。当時、全体人口の中で、圧倒的
な多数が農村に居住しており、山林の荒廃におけ
る最も重要な原因としては、農民による燃料の採
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ル運動と共に、行政府が強く後押しする汎政府的
であり、かつ汎国民的な緑化運動であった。政府
は、学校・企業・団体・公共機関など、動員しう
るすべての組織を利用して、きわめて短い期間に
おいて全国的な人工造林を実施し、その結果とし
て世界的には“奇跡”であるという評価を得た。第
1次の事業は、本来1982年までに100万haの造林を
実施するという計画であったが、早くも1978年に
は前倒しで達成され、1979年には第2次の事業が開
始された。以降は、実地調査を通じて林相が予想
以上に優れていることが確認された後、第2次の事
業計画は1987年という早期に完了した。
「事業」と関連して、以下のことについて留意し

防事業には質的な面においても上記に掲げた2つの
時期にあっては顕著な差異が見られる。すなわち、
1ha当たりの植栽本数は、前者が2,600本、後者が
4,200本であり、後者の方がはるかに集中的かつ完
結的であった。また砂防事業の性格上、持続的な
管理と補修作業が必須であり、前者の時期には5 ヵ
年分のみ実施されたが、後者にあっては1 ヶ年を
除いて毎年実施された結果、砂防の実施面積が前
者の2倍に達した。韓国の山林を復旧・緑化するた
めの全国的でありかつ体系的な事業は、社会的な
安定と行政的な効率の向上性を背景として、1960
年代から本格的に行われたものとみられる。

第1・2次の治山緑化事業（1973〜87）は、セマウ
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とその総面積に関しては、1967年から1982年まで
の数字が残っている。1983年以降、山林契による
“代執行”は事実上行われていなかった。1982年末
現在で、代執行の数は162,856件に上り、面積にし
て362,391町歩であった。

解放以降の造林は、迅速な山林の復旧・緑化を
期して、ほとんどが速成樹の植栽によって行われた。
今でも木材としての使用に耐えうるような種類の
木は見当たらない。山林の迅速な復旧と緑化その
ものが目標であっただけに、樹種の交代や、山火
事への対応、間伐などを行うための林道など、山
林の管理施設にはあまり関心を向けなかった。こ
の報いは、のちのち木材貿易の赤字、山火事によ
る被災の拡大、害虫による被害などの形で表れて
いった。しかし、1980年代初めから“淡紅の禿山”
は消え、全国の至る場所においても韓国人の眼前
には青々とした山が広がっており、また、登山は
韓国人が享受しうる生活の余暇となった。韓国山
林の歴史において、20世紀はその半ばの段階での
試練もあったが、何よりも前近代的な採取林業の
弊を克服し、数百年ぶりに再び山林の青さを回復
させた逆転の世紀であったのである。

おわりに

朝鮮王朝は“山林川沢與民共之”という儒教的な
統治理念に基づき、全ての山林が国有であること
を闡明にし、山林の私的な所有を禁止した。しかし、
17世紀から19世紀にかけての300年あまりの間、朝
鮮の人口は長期的な増加をみせ、土地面積に対す
る人口の割合が上昇し、前近代における他の国家
や社会と同様に、自然のうちに山林の私的な所有権、
すなわち私有林が成立し、これが発展するように
なった。しかし、この私的所有権は、一物一権的
な所有権ではなく、農民がその生存のためにその
副産物を取得できる、ひいては、農民がそれを一

ておく必要がある。1970年代から農村には無煙炭
とガスが急速に普及していった。本格的な燃料の
代替が起きたことにより、山林資源の利用に対す
る圧力が大きく弱められたという事実も看過でき
ない。しかし、「事業」の期間中に集中的に行われた
人工植栽を抜きに、ひたすら天然造林に依存した
のであったならば、全国の山林を緑化するためには、
数十年以上を待たなければならなかっただろう。
次いで、1960年代に大規模に行われた燃料林の造
成事業や、深刻な荒廃地で実行された砂防事業の
経験とその成果がなければ、全国レベルでの人工
造林をこのように迅速かつ成功的に完了すること
は不可能であったはずである。さらには、汎国民
的な事業であったとは言え、実際においての育林
活動の大部分は、山林契で組織された農民たちの
集団労働によって支えられていた。彼ら農民は、

「事業」以前からの造林と保護業務を成功裏に遂行
した存在であったのである。

1961年に公布された「山林法」は、山林を保護す
るため、民有林における林産物の自由な採取の自
由など、私的な所有権の行使を制限した。これと
共に、所有者ではない第三者が造林に乗り出すこ
とを許容するように強い行政力を行使した。その
結果、双方が山林契の利用によって遂行された。
山林契は民有林の共同監視におけるその主体で
あり、所有者の同意なくして造林を遂行すること
ができた。また、ここで発生する収益の80%また
は90%を合法的に獲得することが可能であり、こ
れがまさに“代執行”である。郡の山林組合が民有
林の所有者に対して造林を命令し、その後、一定
の期間内に造林を施行しなければ、山林契と所有
者はその産物を一定の比率で両者が分け合う契約

（分收契約）'を結んだとみなされた。これは1960年
代以降、第1次から第2次の事業に至るまで、権威
主義的な特徴を有する政府のもとで行われた、韓
国における山林緑化の特性をよく示す一つの例で
あると言える。山林契にあっての分収契約の件数
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を見せている。20世紀後半の　“経済成長と共に山
林緑化に成功した唯一の国”であるという世界的な
評価も、まさに“漢江（ハンガン）の奇跡”という大
いなる「絵」、すなわち韓国の自画像の一部分を表
現するものであるといえる。

参考文献
<日本語資料>
朝鮮総督府『朝鮮總督府統計年報』
朝鮮総督府『林野統計』
朝鮮総督府農林局『朝鮮の林業』
朝鮮総督府農林局（1938）『朝鮮林野調査事業報告』　

<韓国語資料>
韓国林政研究会（1975）『山林綠化30年史』
山林組合中央会（2002）『山林組合40年史』
大韓民国農林部（1961）『林産額表』 
大韓民国農林部『農林統計年報』1955年〜1983年版
大韓民国農林水産部（2015）『山林基本統計』
大韓民国山林庁『林業統計年報』1984年〜2015年版
大韓民国山林庁（1997）『韓國林政50年史』
南朝鮮過渡政府（1948）『朝鮮統計年鑑』

<日本語文献>
李宇衍（2009） 「解説 未公開資料 朝鮮総督府関係者録
音記録 （10） 朝鮮の山林政策」学習院大学東洋文化研
究所『東洋文化研究』 11号、237頁〜285頁
宇沢弘文・茂木愛一郞編（1994）『社会的共通資本 ─
コモンズと都市─』東京大学出版会
岡衛治（1945）『朝鮮林業史』朝鮮山林会（【韓国語翻訳】
任慶彬ほか訳（2000） 『朝鮮林業史 上』大韓民国山林
庁／任慶彬ほか訳（2001）『朝鮮林業史 下』大韓民国山
林庁）

<英語文献>
Aoki Masahiko. （2001） Towards a Comparative Institutional 

Analysis, Cambridge: MIT Press.

Fedman David. （2015） The Saw and the Seed: Japanese 

Forestry in Colonial Korea 1895-1945, Stanford University 

つの権利と認識する重畳的な所有関係であったと
考えられる。こうした所有権が不明確な体制の下で、
所有者が山林を監視し、あるいは育林を行うなど
の「投資」に乗り出す理由が消失し、誰もが可能な
限り早く森林資源を取得し、これを消費した結果、
山林は荒廃化の一途をたどった。これがいわゆる
“共有地の悲劇”である。ゆえに、19世紀末から20
世紀初めにかけての朝鮮時代の山林は、極度に荒
廃した状態だった。

朝鮮総督府は、山林の復旧こそが当面の課題で
あると認識し、他方で「土地調査事業」と同様に、
山林においてもその所有権を近代的な形態に再編
しようとした。したがって、すでに統監府の設置
以来、人工造林を推進すると共に、所有権の整備
に着手した。後者、すなわち所有権整備のための
努力は、1909年に始まり1934年に終了した。総督
府が所有権を整理していく過程で現れたその特
徴は、民間に私的な所有権を付与したり、法認
においては山林緑化の成果を基準とする“緑化主
義” を採用した点であった。こうして約40年間に
わたって、持続的かつ全国的に実施された人工造
林を遂行することで、山林の復旧を成し遂げると
いう大きな成果を挙げた。しかし、1945年以後に
おいては政治的・社会的な混乱とその後の戦争に
よって山林は再び急激に荒廃し始めた。

1960年代に入ってからようやく体系的な山林の
復旧・緑化政策が推進され、この成果に基づき、
1973年から1987年にかけては「治山緑化事業」とい
う国家的な人工造林プロジェクトが展開され、や
がてこれは成功するに至った。その成功を支えた
要因の一つは、農民で組織された「山林契」とい
う国家主導的な性格を持つ疑似共同体の活動で
あった。

韓国においても、山林の歴史は長期的な経済動
向や生活水準の変動と同一な傾向を見せた。19世
紀末から20世紀初めまでに下落・衰退し、その後
にあって上昇・発展に転じるというU字型の傾向
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I survey the long-term change and development of forest, 

forest rights and forestry from the period of Choseon 

dynasty to 1987 when 'the 2th Reforestation Campaign" 

successfully finished. I try to use quantitative materials as 

many as possible. But, as other premodern societies, we 

can not find them before Japanese colonialization in 1910, 

either. Only after colonialization, we find statistic data, 

because Governmental-General started the restoration 

campaign as a national project. So I explain the 

deforestation and the change and development of forest 

rights in Choseon period using only qualitative materials, 

from the perspective of 'property rights regimes for 

common-pool resources'. At the same time Government-

General reorganized Choseon's unique forest rights 

systems legally and administratively into modern systems, 

too. In this period, various surveys results of forest and 

forestry started to be published, so I can use them ex. to 

describe the reforestation or structure of forest rights in 

the period. Finally, I survey the rapid deforestation right 

aft the liberation and reforestation after 1960s using the 

similar kind of materials.

History of Forest, Forest Rights and Forestry in Korea, 1392-1987

Wooyoun Lee 
(Naksungdae Institute of Economic Research)

English Abstract


